
 

教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について  

  

 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき教育長が臨時代理した事項について、 

同条第２項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 臨時代理した事項 

（１）件名 川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正の方針について 

（２）教育長の期末手当の年間支給割合を１００分の５引き上げる。 

   ６月期 １２月期 合計 

現行 １００分の１７０ １００分の１７０ １００分の３４０ 

改正後 １００分の１７２.５ １００分の１７２.５ １００分の３４５ 

※令和６年度のみ １００分の１７０ １００分の１７５ １００分の３４５ 

 

２ 臨時代理を行った日 

令和６年１１月６日 

 

３ 臨時代理を行った理由 

令和６年１２月期における教育長の期末手当について支給割合の改定が必要となり、同年１１月２６日に開会する同年第４

回市議会定例会へ条例議案を提出する必要があったため 

 
 
 
 

 

（参考）川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 （昭和４１年川崎市教育委員会規則第１２号） 

（教育長の臨時代理）  

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条第１項各号に掲げる事項について、臨時にこれを代理することができる。  

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の教育委員会会議に報告し、委員会の承認を受けなければならない。 
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